
3900-001 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 市長、教育委員会 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称 学校教育部学校教育課 

届 出 年 月 日 H18.4.19 開 始 年 月 日 S48.4.1 最終変更年月日 R6.8.30 

事 務 の 名 称 特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用事務 

事 務 の 目 的 

子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定、特定教育・保育施設及び地域型保育
事業による保育の利用調整（事業所内保育事業の従業員枠を除く。）及び決定、保育料の
決定、給食費（副食費及び主食費。満３歳以上教育・保育給付認定子どもに限る。）に関
する事務並びに利用中に必要な事務及び子どもが健康・安全で情緒の安定した生活がで
きる環境で保育を行うため。 

事 務 の 概 要 

１ 特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用を希望する保護者（以下、「保護者」
という。）は、市に対し、教育・保育の必要性・必要量の認定（以下「教育・保育給付
認定」という。）を受けるための申請書及び保育の利用を希望する場合（事業所内保育
事業の従業員枠を除く。）は、申込書を提出する。 

２ 市は、教育・保育給付認定の可否を決定し、保護者に通知する。 
３ 市は、教育・保育給付認定を行った保護者のうち、利用調整を行った保護者につい
て、利用の可否を決定し、保護者に通知する。 

４ 市は、利用の決定を受けた保護者（施設から利用の決定を受けた保護者も含む）に
関する家族情報、収入、市町村民税の課税状況を確認し、保育料を決定し、保護者に
通知する。 

 （公立保育所については、延長保育料についても決定し、保護者に通知する。） 
５ 市は、４の情報により、満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の徴収
免除対象者を決定し、保護者に通知する。 

６ 市は４の情報により、満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る直営の公立保育
所及び公立幼稚園の主食費の徴収免除対象者を決定する。 

７ 市は、直営の公立保育所及び公立幼稚園を利用する保護者に対し、給食費（副食費
及び主食費）の額及び徴収額を通知する。 

８ 市は、特定教育・保育施設及び地域型保育事業者に対し、在籍する子どもについての
２及び４について通知し、５及び６の徴収免除対象者を通知する。 

９ 市は、直営の公立保育所の利用中に必要な情報の提出を保護者に求め、書面及び電
磁的記録の管理を行う。 

10 市は、直営の公立保育所の運営及び保育において必要な書類及び電磁的記録を作成
し、管理を行う。 

対 象 者 
特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用を希望する児童、その保護者及び同居の
祖父母等 

収

集

項

目 
要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 性質・性格等 ■登降園時間 ■出欠席等 ■意見・要望 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （市民課、課税課、生活支援課、障がい者支援課、

児童家庭課、学校教育課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他市区町村の住民基本台帳担当

課、課税担当課、生活保護担当課、障がい担当課、児童扶養手当担当

課） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （保護者の雇用主） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（              ）         

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

■ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用事

務ファイル 
 

  



3900-002 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H15.10.8 開 始 年 月 日 Ｈ15.11.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市病児・病後児保育事務 

事 務 の 目 的 

児童が病気又は病気回復期にあり、集団保育や家庭保育が困難な場合に、児童を適切
な処遇が確保される施設において一時的に預かることにより、保護者の子育てと就労等
の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的と
する。 

事 務 の 概 要 

１ 対象児童の保護者は、施設利用にあたり利用登録票（保護者の氏名、住所、電話番
号、世帯構成の他、児童の氏名、生年月日、所属施設に関する情報）を市へ提出する。 

２ また、生活保護世帯、前年度分市町村民税非課税世帯においては市に、野田市保有の
公簿等での確認についての同意書を提出する。 

３ 上記２の確認の結果を市から実施施設へ通知することで利用料免除とする。 

対 象 者 病児・病後児保育利用を希望する児童、その保護者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 対象児童の所属施設 ■かかりつけ医療機関名 □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課、生活支援課          ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-003 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H23.1.4 開 始 年 月 日 H23.2.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 野田市保育所保育料等口座振替収納事務 

事 務 の 目 的 
保育所保育料等について、納付手続を合理化し、納期限内納付の向上を図り、自主納付体
制の確立を期するため、口座振替による収納を行う。 

事 務 の 概 要 

１ 保育所保育料等に関し、口座振替による納付を希望する納付義務者は、口座振替依
頼書に振替を希望する口座番号、振替開始希望時期等を記載し、金融機関を通じ市に
提出する（届出者が納付義務者と異なる場合は、口座振替依頼書の届出者の欄に氏名、
住所、電話番号、続柄を記入する。）。 

２ 市は口座振替依頼に基づき、口座振替管理システムにデータ入力を行う。 
３ 市は保育所保育料等の納期限の月に口座振替データを作成し、金融機関に指定口座
からの自動振込を依頼する。 

４ 金融機関は、自動振込の結果を市に報告する。 
５ 市は口座振替が不能となった場合は、納付義務者に対し、口座振替不能通知書を送
 付する。 

対 象 者 保育所保育料等納付義務者等 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 対象児童名 ■金融機関口座 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-005 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H21.11.10 開 始 年 月 日 H21.11.10 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 保育所児童保育要録に係る事務 

事 務 の 目 的 

 
児童の発達や生活の連続性を踏まえて、保育所に入所している児童の就学に際し、保育
所から小学校を通じて児童の育ちを支えるため、就学先となる小学校へ保育要録を作成
し送付する。 

 

事 務 の 概 要 

保育所生活全体を通して、児童の保育を振り返り、児童が育ってきた過程を十分に踏ま
え、児童の情緒の安定に関わる事項等について、指導の過程や健康状態等について記載
し要録を作成する。 
 
 

対 象 者 
本市に居住し、かつ、住民基本台帳記録されている者であって言語等の障がいを有する
就学前の児童及びその保護者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 児童の保育期間及び就学先 □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-006 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H28.2.24 開 始 年 月 日 H28.2.25 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 
特定教育・保育所施設及び地域型保育事業における実費徴収に係る補足給付事業補助
金交付事務 

事 務 の 目 的 
特定教育・保育施設及び地域型保育事業を利用する児童の保護者が負担する日用品、
文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等に対し、補助金を交付
する。 

事 務 の 概 要 

市は、特定教育・保育施設及び地域型保育事業を利用する児童のうち、交付対象である生
活保護世帯又は中国残留邦人等の支援給付世帯に属する児童の保護者に対し補助金の申
請に関する通知を行う。 
補助金の交付を希望する者は、市に対し、野田市実費徴収に係る補足給付事業補助金交
付申請書を提出し、市は申請者に対し補助金の交付決定をし申請者が指定した口座に補
助金を支払う。 
 

対 象 者 
特定教育・保育施設及び地域型保育事業を利用する児童の保護者のうち、生活保護世帯
又は中国残留邦人等の支援給付受給世帯に属する者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （ 生活支援課 ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-007 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H28.3.4 開 始 年 月 日 H28.4.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付事務 

事 務 の 目 的 

保育士確保を目的として、常勤保育士を居住させるために、市内の宿舎の賃貸借契約を
締結した保育所等（保育所、地域型保育事業及び認定こども園）の運営事業者に対し、補
助金を交付する。 

 

事 務 の 概 要 

常勤保育士を居住させるために、市内の宿舎の賃貸借契約をした保育所等の運営事業者
は市に対し「野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書」を提出する。また、事
業者は、賃貸借契約を締結した宿舎に居住する常勤保育士の同意を得て、入居契約書、雇
用証明書、保育士証及び住民票を収集し、申請書の添付書類として提出する。 
市は、事業者に対し補助金の交付決定をし、事業者が指定した口座に振り込む。 
 

対 象 者 市内で保育所等を運営する事業者及び保育士 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 住居状況  ■資格    ■続柄    □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （ 保育所等運営事業者             ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-008 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称 健康子ども部 児童家庭課 

届 出 年 月 日 R1.7.1 開 始 年 月 日 R1.7.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 子育てのための施設等利用給付事務 

事 務 の 目 的 
 特定子ども・子育て支援提供者の教育・保育を利用する保護者からの申請により。子ど
も・子育て支援法第３０条の４に規定する教育・保育の必要性（以下「施設等利用給付認
定」という。）を認定し、同法第３０条の１１の規定により、施設等利用費を支給する。 

事 務 の 概 要 

１ 施設等利用給付の支給を希望する保護者が市に施設等利用給付認定申請を行う。 
２ 市は、支給要件を確認し、施設等利用給付認定の可否を決定し、保護者に通知する。 
３ 特定子ども・子育て支援を利用した保護者（法定代理受領の場合は特定子ども・子
育て支援提供者）は、市に対し、施設等利用費の支給を請求する。 

４ 市は、利用実績、上限額等を確認し、保護者（法定代理受領の場合は特定子ども・子
育て支援提供者）に対して施設等利用給付費を支給する。 

対 象 者 特定子ども・子育て支援施設等を利用する子ども、その保護者及び同居の祖父母等 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （市民課、課税課、生活支援課、障がい者支援課、

児童家庭課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他市区町村の住民基本台帳担当

課、課税担当課、生活保護担当課、障がい担当課、児童扶養手当担当

課） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （保護者の雇用主、特定子ども・子育て支援提供者） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託 ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社 ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 



3900-009 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R1.9.13 開 始 年 月 日 R1.10.1 最終変更年月日 R4.3.30 

事 務 の 名 称 私立幼稚園における実費徴収に係る補足給付補助金交付事務 

事 務 の 目 的 
子ども・子育て支援法第30条の11第1項第2号の規定に夜確認を受けた幼稚園（以
下「私立幼稚園」という。）に在籍する子どもの保護者が負担する給食費に要す
る費用の一部に対し、補助金を交付する。 

事 務 の 概 要 

１ 市は、私立幼稚園に在籍する子どもの保護者に、補助金の交付申請書等を送付する。 
２ 補助金の交付を受けようとする者は、市に補助金の交付申請書を提出する。 
３ 市は、補助金の交付の可否を決定し、保護者にその可否を通知する。 
４ 市は、補助金交付決定者に対し、補助金を交付する。 

対 象 者 

幼稚園に在籍する子どもの保護者のうち、次のいずれかに該当する者する。 
１ 生活保護世帯に属する者 
２ 中国残留邦人等の支援給付時給世帯に属する者 
３ 里親である者 
４ 市町村民税非課税世帯に属する者 
５ 市町村民税所得割額が77,101円未満となる世帯に属する者 
６ 小学校3学年修了前子どもが同一世帯に3人以上いる者。 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （市民課、課税課、生活支援課、児童家庭課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他市区町村の住民基本台帳担当

課、課税担当課、生活保護担当課、児童扶養手当担当課） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 



電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-010 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R5.1.13 開 始 年 月 日 R5.2.28 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 野田市立保育所防犯カメラ管理運用業務 

事 務 の 目 的 
保育所における不審者の侵入に対する抑止力として防犯カメラを設置し、児童の安全性
を高め、より良い保育環境を確保することを目的とする。 

事 務 の 概 要 
防犯カメラは24時間稼働し、映像の保存期間は、1週間とし、保存期間を終了した映像の
消去は、新たな映像を上書きする方法により行う。 
映像については、法令に基づき警察より照会があった場合のみ提供する。 

対 象 者 不特定多数の通行者等 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

□ 氏名 □ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 肖像      □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （防犯カメラ                  ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-011 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称 野田市立幼稚園 

届 出 年 月 日 平成13年4月1日 開 始 年 月 日 昭和39年5月30日 最終変更年月日 令和5年3月31日 

事 務 の 名 称 公立幼稚園における表簿等の管理事務 

事 務 の 目 的 
児童生徒等及び職員の在籍状況を把握し、より効果的な教育指導に資するため、必要
な表簿等を作成するもの。 

事 務 の 概 要 
・在籍する児童生徒等の指導要録、出席簿及び健康診断に関する表簿の管理を行う。 
・在籍する職員の人事及び給与に関する表簿の管理を行う。 

対 象 者 市内公立幼稚園に在籍する児童生徒等及び職員 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報 ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-012 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称 野田市立幼稚園 

届 出 年 月 日 平成19年4月2日 開 始 年 月 日 昭和50年9月4日 最終変更年月日 令和5年3月31日 

事 務 の 名 称 公立幼稚園における学校施設開放事務 

事 務 の 目 的 
社会教育普及のため、スポーツやレクリエーション等の活動を目的とする団体に対し
て、学校教育に支障のない範囲で施設を開放するもの。 

事 務 の 概 要 
学校施設の使用を希望する団体から申請書の提出を受け、その内容を審査し、使用の可
否を申請者に通知する。 

対 象 者 施設等利用者申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-013 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称 学校教育部学校教育課 

届 出 年 月 日 R5.5.4.1 開 始 年 月 日 R5.4.1 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金交付事務 

事 務 の 目 的 
私立幼稚園に幼稚園教諭として勤務している者に対し、予算の範囲内において、野田市
私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金を交付する。 

事 務 の 概 要 

市内の民間賃貸住宅の賃貸借契約をした申請者である幼稚園教諭は、雇用されている私
立幼稚園の設置者を通じて、市に対し「野田市私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金交付
申請書」を提出する。幼稚園教諭は、申請書の添付書類として、不動産賃貸借契約書の写
し、雇用契約書の写し、幼稚園教諭の免許状の写し、住民票の写し、家賃を支払ったこと
を証する書類、市税に関する納税証明書を提出する。 
市は、申請者に対し補助金の交付を決定し通知する。 
補助金の交付決定を受けた申請者は市に補助金の請求を行い、市は申請者が指定した口
座に振り込む。 

対 象 者 市内で私立幼稚園に勤務する者のうち、民間賃貸住宅に居住する者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 住居状況  ■資格    ■振込先口座  □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （ 収税課               ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （ 私立幼稚園設置者              ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-014 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

関係課等の名称 学校教育部学校教育課 

届 出 年 月 日 R5.4.1 開 始 年 月 日 R5.4.1 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 私立幼稚園教諭就労奨励金交付事務 

事 務 の 目 的 
私立幼稚園に幼稚園教諭として新たに雇用された者に対し、予算の範囲内において、野
田市私立幼稚園教諭就労奨励金を交付する。 

事 務 の 概 要 

私立幼稚園に幼稚園教諭として新たに雇用された申請者は、雇用契約を締結した日から
起算して６月以内に、雇用されている私立幼稚園の設置者を通じて、市に対し「野田市私
立幼稚園教諭就労奨励金交付申請書」を提出する。幼稚園教諭は、申請書の添付書類とし
て、雇用契約書の写し、幼稚園教諭として過去に雇用されたことがある者にあっては、直
近の退職日を証する書類、幼稚園教諭の免許状の写し、市税に関する納税証明書を提出
する。 
市は、申請者に対し補助金の交付を決定し通知する。補助金の交付決定を受けた申請者
は市に補助金の請求を行い、市は申請者が指定した口座に振り込む。 

対 象 者 私立幼稚園に新たに雇用された者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   ■ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 資格    ■振込先口座  □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （ 収税課               ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （ 私立幼稚園設置者              ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-015 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称 学校教育部 学校教育課 

届 出 年 月 日 R5.9.8 開 始 年 月 日 R4.4.1 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金交付事務 

事 務 の 目 的 
障がいのある幼児及び要配慮幼児の教育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、予算の
範囲内において、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金を交付する。 

事 務 の 概 要 

私立幼稚園の設置者は、市に対し「野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金
交付申請書」を提出する。申請書の添付書類として、事業計画書、私立幼稚園要配慮幼児
等教育支援事業補助金内訳書、収支予算書、個別状況調査票を提出する。 
市は、個別状況調査票等をもとに、幼稚園を訪問し、幼稚園教諭からの聴き取りや園内の
状況を確認し、園児の状況を把握する。市は、幼稚園から提出された書類を審査するとと
もに、幼稚園訪問調査後、療育支援会議の意見をもとに担当課が要配慮幼児の認定を行
い、設置者に対し補助金の交付を決定し通知する。設置者は、補助金の概算払いを受けよ
うとするときは、概算払請求書を提出し、概算払いを受ける。 
設置者は、事業が終了したときは、実績報告書を提出し、市は実績報告の内容を審査し、
適正と認めるときは、補助金の額を確定し設置者に交付額確定通知書を送付する。交付
額確定を受けた設置者は、市に補助金の請求を行い、市は設置者が指定した口座に振り
込む。 

対 象 者 障がいのある幼児及び要配慮幼児 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 性質・性格等 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （ 私立幼稚園設置者              ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-016 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 令和6年7月26日 開 始 年 月 日 平成27年4月1日 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 野田市私立保育所等保育事業補助金交付事務 

事 務 の 目 的 

保護者の多様な需要に対応した安定的な保育サービスの提供を図り、もって児童の健

全な育成に資するため、私立の保育所等を運営する者に対し、予算の範囲内において、野

田市私立保育所等保育事業補助金を交付する。 

事 務 の 概 要 

野田市私立保育所等保育事業補助金交付事務について、私立保育所等の設置者は、申
請書の添付書類として事業計画書を提出する。市は設置者から提出された書類を審査し、
補助金の交付決定をした後、交付決定を受けた者から補助金交付請求書の提出を受け、
補助金を交付する。 

対 象 者 障がい児等 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 □ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 性質・性格等 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （ 私立保育所等設置者             ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-017 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 令和6年7月26日 開 始 年 月 日 平成29年4月1日 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付事務 

事 務 の 目 的 
要配慮児童及び食物アレルギーを有する児童並びに保護者の宗教的な判断により食事

に配慮を要する児童の保育を実施する私立保育所等に対し、予算の範囲内において、野
田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金を交付する。 

事 務 の 概 要 

・要配慮児童受入事業について、要配慮児童の保育を実施するため保育士定数を超えた
職員の配置を希望する私立保育所等の設置者は「職員加配認定申請書」及び「個別状況調
査票」を提出する。市は申請書等をもとに当該施設を訪問し、保育士等からの聴き取りや
施設内の状況を確認し、児童の状況を把握する。訪問後、認定会議を実施し、職員加配認
定を行う。認定後、私立保育所等の設置者から補助金申請書の提出を受け、要件を審査
し、補助金の交付を決定した後、交付決定を受けた者から補助金交付請求書の提出を受
け、補助金を交付する。 
・食物アレルギー等対応特別給食提供事業について、補助金申請書の提出を受け、要件
を審査し、補助金の交付を決定した後、交付決定を受けた者から補助金交付請求書の提
出を受け、補助金を交付する。 

対 象 者 
要配慮児童、食物アレルギーを有する児童、保護者の宗教的な判断により食事に配慮を
要する児童 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 □ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 性質・性格等 ■保育施設・療育施設の利用状況 □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （ 私立保育所等設置者             ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

  



3900-018 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R6.6.28 開 始 年 月 日 R6.8.19 最終変更年月日 R6.12.1 

事 務 の 名 称 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）事務 

事 務 の 目 的 
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子
育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化す
ることを目的とする。 

事 務 の 概 要 

保育所等に通っていない子供を対象に、月に一定時間までの利用可能枠の中で、就労
要件を問わず時間単位で柔軟に施設を利用できる。保護者は、対象児童の施設の利用に
当たり認定申請書を市に提出し、市は、認定の可否を確認し、可の場合は、認定証及び総
合支援システムの利用アカウントを保護者に交付する。各種申請及びデータ管理は子ど
も家庭庁が推奨する総合支援システム（クラウドシステム）で行う。 

対 象 者 乳児等通園支援事業の利用希望者及びその児童 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 性質・性格等   □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会（市民課、課税課、生活支援課、障がい者支援課、子ども家庭総合支援課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（関係自治体の担当課    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （野田市こども誰でも通園事業者        ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 


